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表3　継手の浸出性（給水装置用）
共通項目

項　　　目 品質規定

味

日本水道協会検査
通則の別表2による

臭気

色度

濁度

水道水と接触
する部分の材料 項　目 品質規定

JIS H 3100，
JIS H 3250及び
JIS H 3300に
規定する銅の板，
条，棒及び管

銅及び
その化合物

日本水道協会
検査通則の別
表2による

JIS H 5120に
規定する銅合金
鋳物

銅及び
その化合物

鉛及び
その化合物

亜鉛及び
その化合物

カドミウム及び
その化合物

備考 　青銅鋳物製継手は，表面の鉛を除去する処
理を施さなければならない。なお，処理に使
用した用液の成分は残留してはならない。



表4　継手の浸出性（水道施設用）

項　目 品質規定

味

日本水道協会検査通則
の別表1による

臭気

色度

濁度

銅及その化合物







付　　　則

この要項は，昭和62年3月1日から実施する。

付　　　則

この要項は，平成14年5月1日から実施する。

付　　　則

この要項は，平成16年4月1日から実施する。

付　　　則

この要項は，令和2年4月1日から実施する。








